
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  定期借地権設定時の前払賃料に充てるための補助金      

Ｑ：当社は、さきごろ一般定期借地権契約

を結びました。賃料の80か月分を前払い(賃料

一時金)しますが、同額が地方公共団体から補

助金(一時金補助金)が交付されます。契約を

中途解約した場合は、期間に応じていずれも

精算することとなっています。この一時金の

取扱いはどうなりますか？                                 

  

Ａ：いったん、前払金、前受金で計上し、

期間の経過に応じて損金又は益金に計上しま

す。 

【解説】 

さきごろ、国税庁に同様の問い合わせがあ

りが次のような回答が出されています。 

 ①賃料一時金 

  賃料一時金は、すでに国税庁から「定期借

地権の賃料の一部又は全部を前払いとして

一括して授受した場合における税務上の取

扱いについて」により、その取扱いが明ら

かにされています。それによりますと、賃

料一時金の全額をいったん前払金として資

産に計上した上で、前払期間の経過に応じ

て前払金を取り崩し、損金の額に算入する

ことになります。 

 ②一時金補助金 

  一時金補助金の交付目的は賃料一時金の充

当で、契約解除となった場合は未経過前払

期間に対応する部分を返還しなければなら

ないものですから、受領時においていった

ん全額を前受金として負債に計上した上で、

前払の期間の経過に応じて前受金を取り崩

し、益金の額に算入することとなります。 
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